滝之上旭台町内会　役員業務内容
監事業務

◆監事の役割と業務◆
(1) 会計事務及び業務執行について不正の事実を認めたときに総会で報告する。
報告する必要があると認めるときには臨時総会の開催を請求することが出来る。
（規約第2章　第8条、第3章 第13条）
(2) 役員会の構成に含まれず議決権がないが役員会に出席することが出来る。
（規約第4章 第20条/第21条）
(3) 役員選出委員会にオブザーバーとして出席し必要に応じて意見を行う。
（規約細則　Ⅳ.役員選出に関する取り決め　第2条)
◆監事の選出◆
· 総会において会員の中から2名選出する。
（規約第2章　第6条/第7条）
· 会長・副会長及び他の役員と兼ねることはできない。
（規約第2章　第7条）
· 役員選出委員会の指名及び互選により選出する。
（規約細則　Ⅳ.役員選出に関する取り決め　第2条)
　　※役員選出委員会とは、会長・副会長・各部長により構成され、監事・庶務・各委員が
　　　オブザーバーとして同席し執り行う。
◆監査の手順◆
●上期決算：10月初旬
4月から9月までの上期分の会計資料に対して、会長・副会長・会計担当等、役員の立会いのもと、会計監査を行う
1.会計担当が、上期(4月～9月)の決算書と試算書を作成する
2.会長が、会計資料の内容確認をする
3.会計担当が、関係者に立ち合い監査の為の会議招集を行う
4.会長・会計担当等、役員立ち合いのもと、監事が監査を行い、会計資料を承認し、会計担当に返却する（署名は不要）
5.会計担当は、承認された会計資料を庶務担当に渡し、役員会議事録に残す
●下期決算：4月初旬
定期総会前に、会長・副会長・会計担当等、役員の立会いのもと、会計担当から提出された
会計資料に対して会計監査を行う
1.会計担当が、会計年度(4月～3月)の決算書と試算書を作成する
2.会長が、会計資料の内容確認をする
3.会計担当が、関係者に立ち合い監査の為の会議招集を行う
4.会長・会計担当等、役員立ち合いのもと、監事が監査を行い、会計資料を承認し、報告書に署名する
5.会計担当は、承認された会計資料を庶務担当に渡し、総会で承認を得る

[bookmark: _GoBack]◆監事による監査の方法◆
· 会計担当が用意した、決算書・帳簿・領収書・現金・通帳を確認する
· 帳簿の記入内容の確認（帳簿の1行1行を確認するか数行抜き取り確認する）
· 帳簿の現金残高⇔実際の現金
· 帳簿の普通預金残高⇔通帳
· 帳簿の定期預金残高⇔通帳
· 不適切な収入支出の確認（明細や領収書を確認する）
· 決算書を確認し、問題なければ決算書に捺印する（会計担当も同様に捺印する）
· 決算内容を総会で報告する
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令和　　年　滝之上旭台町内会　会計監査　報告書

１　実施日時
令和　　　年　　　月　　　日（　　）　午前・午後　　　時～　　時

２　実施場所
簑沢地域ケアプラザ　ボランティアルーム/　　　会計担当宅

３　監査事項
・現金出納事務
・帳簿類の整理状況
・現金及び預金管理状況

４　監査結果
帳簿・帳票類を照合した結果、適正に処理・管理されていた事を認証します

令和　　　年　　　月　　　日

監事　　　　　　　　　　　　　印
監事　　　　　　　　　　　　　印
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